
血
漿し
よ
う

成
分
採

血

一
〜
七

（
略
）

血
漿し

よ
う

成
分
採

血

一
〜
七

（
略
）

八

過
去
五
二
週
以
内
に
行
わ

れ
た
血
漿し

よ
う

成
分
採
血
の
回

数
と
血
小
板
成
分
採
血
の
回

数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
も
の

と
の
和
が
二
四
回
以
上
で
あ

る
者

八

過
去
一
年
以
内
に
行
わ
れ

た
血
漿し

よ
う

成
分
採
血
の
回
数

と
血
小
板
成
分
採
血
の
回
数

に
二
を
乗
じ
て
得
た
も
の
と

の
和
が
二
四
回
以
上
で
あ
る

者

九
〜
一
一

（
略
）

九
〜
一
一

（
略
）

血
小
板
成
分
採

血

一
〜
一
〇

（
略
）

血
小
板
成
分
採

血

一
〜
一
〇

（
略
）

一
一

過
去
五
二
週
以
内
に
行

わ
れ
た
血
漿し

よ
う

成
分
採
血
の

回
数
と
血
小
板
成
分
採
血
の

回
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
も

の
と
の
和
が
二
三
回
以
上
で

あ
る
者

一
一

過
去
一
年
以
内
に
行
わ

れ
た
血
漿し
よ
う

成
分
採
血
の
回

数
と
血
小
板
成
分
採
血
の
回

数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
も
の

と
の
和
が
二
三
回
以
上
で
あ

る
者

一
二
〜
一
四

（
略
）

一
二
〜
一
四

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則

平成年月日 木曜日 第号官 報

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九

三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の

一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日

人
事
院
総
裁

一
宮
な
ほ
み

人
事
院
規
則
九

三
〇

九
二

人
事
院
規
則
九

三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九

三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中「
、
宮
崎
空
港
事
務
所
」

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
北
九
州
空
港
事
務

所
」
を
「
、
北
九
州
空
港
事
務
所
若
し
く
は
宮
崎
空
港
事

務
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則

一
七

〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
改
正
に
関
し

次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日

人
事
院
総
裁

一
宮
な
ほ
み

人
事
院
規
則
一
七

〇

一
二
三

人
事
院
規
則
一
七

〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
七

〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
総
務
省
の
部
内
部
部
局
の
項
中
「
情
報
流
通
高
度

化
推
進
室
長

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
長
」
を
「
情

報
活
用
支
援
室
長

情
報
流
通
高
度
化
推
進
室
長
」
に
、

「
保
険
計
理
監
理
官
」
を
「
保
険
計
理
監
理
官

ブ
ロ
ー

ド
バ
ン
ド
整
備
推
進
室
長
」
に
改
め
る
。

別
表
財
務
省
の
部
内
部
部
局
の
項
中
「
財
務
調
整
官
」

を
削
り
、「
特
殊
関
税
調
査
室
長
」
を
「
特
殊
関
税
調
査
室

長

原
産
地
規
則
室
長
」
に
改
め
、
同
部
財
務
局
の
項
中

「
合
同
庁
舎
管
理
室
長
」
を
「
合
同
庁
舎
管
理
室
長

企

画
調
整
官
（
職
員
団
体
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
者
に

限
る
。）」
に
、「
合
同
庁
舎
管
理
専
門
官
」
を
「
合
同
庁
舎

管
理
専
門
官

特
別
主
計
実
地
監
査
官
」
に
改
め
、「
金
融

調
整
官

特
別
主
計
実
地
監
査
官
」
を
削
り
、「
国
有
財
産

調
整
官
」
を
「
金
融
調
整
官

国
有
財
産
調
整
官

特
別

国
有
財
産
管
理
官

統
括
国
有
財
産
管
理
官
」
に
改
め
、

「
統
括
国
有
財
産
管
理
官
」
及
び
「
特
別
国
有
財
産
管
理

官
」
を
削
り
、
同
部
財
務
支
局
の
項
中
「
合
同
庁
舎
管
理

官
」
を
「
合
同
庁
舎
管
理
官

上
席
調
査
官
（
主
計
課
長

の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
者
に
限

る
。）」
に
改
め
、「
金
融
調
整
官
」
を
削
り
、「
上
席
調
査
官

（
主
計
課
長
の
職
務
全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す

る
者
に
限
る
。）」
を
「
金
融
調
整
官
」
に
改
め
、
同
部
財

務
事
務
所
の
項
中
「
課
長
補
佐
（
管
理
）（
」
の
下
に
「
千

葉
財
務
事
務
所
総
務
課
、」を
加
え
、同
部
税
関
の
項
中「
厚

生
管
理
官
」
を
「
シ
ス
テ
ム
企
画
調
整
室
長

厚
生
管
理

官

総
括
シ
ス
テ
ム
企
画
調
整
官
」
に
改
め
、「
統
括
調
査

官
」
を
削
り
、「
情
報
管
理
室
長

シ
ス
テ
ム
企
画
調
整
室

長
」
を
「
情
報
分
析
室
長

情
報
管
理
室
長

統
括
調
査

官
」
に
改
め
、「
総
括
シ
ス
テ
ム
企
画
調
整
官
」
を
削
り
、

同
部
沖
縄
地
区
税
関
支
署
の
項
中
「
支
署
長
」
を
「
支
署

長

次
長
」
に
改
め
る
。

別
表
国
税
庁
の
部
内
部
部
局
の
項
中
「
課
税
企
画
官
」

を
「
課
税
企
画
官

国
際
課
税
企
画
官
」
に
改
め
る
。

別
表
厚
生
労
働
省
の
部
内
部
部
局
の
項
中
「
厚
生
労
働

審
議
官
」
を
「
厚
生
労
働
審
議
官

医
務
技
監
」
に
、「
局

長
」
を
「
局
長

人
材
開
発
統
括
官
」に
改
め
、「
局
次
長
」

及
び
「
技
術
・
国
際
保
健
総
括
審
議
官
」
を
削
り
、「
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
」
を
「
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官

生
活
衛
生
・
食
品
安

全
審
議
官
」
に
、「
会
計
企
画
官
」
を
「
会
計
管
理
官
」
に

改
め
、「
過
労
死
等
防
止
対
策
企
画
官
」
を
削
り
、「
医
療
労

働
企
画
官
」
を
「
医
療
労
働
企
画
官

過
労
死
等
防
止
対

策
企
画
官
」
に
、「
労
働
紛
争
処
理
業
務
室
長
」
を
「
主
任

中
央
賃
金
指
導
官
」
に
改
め
、「
勤
労
者
福
祉
事
業
室
長

労
働
金
庫
業
務
室
長
」
を
削
り
、「
主
任
中
央
職
業
安
定
監

察
官
」を「
主
任
中
央
職
業
安
定
監
察
官

民
間
人
材
サ
ー

ビ
ス
推
進
室
長
」
に
改
め
、「
民
間
人
材
サ
ー
ビ
ス
推
進
室

長

若
年
者
雇
用
対
策
室
長

就
労
支
援
室
長

雇
用
支

援
企
画
官
」
を
削
り
、「
地
域
雇
用
対
策
室
長
」
を
「
就
労

支
援
室
長
」
に
、「
基
盤
整
備
室
長

訓
練
企
画
室
長

就

労
支
援
訓
練
企
画
官

主
任
職
業
能
力
開
発
指
導
官

企

業
内
人
材
育
成
支
援
室
長

職
業
能
力
形
成
シ
ス
テ
ム
企

画
官

主
任
職
業
能
力
検
定
官

海
外
協
力
室
長

少
子

化
総
合
対
策
室
長
」
を
「
労
働
紛
争
処
理
業
務
室
長

主

任
雇
用
環
境
・
均
等
監
察
官

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策

室
長

多
様
な
働
き
方
推
進
室
長

勤
労
者
福
祉
事
業
室

長

労
働
金
庫
業
務
室
長

少
子
化
総
合
対
策
室
長

児

童
福
祉
調
査
官
」
に
改
め
、「
均
等
業
務
指
導
室
長

育

児
・
介
護
休
業
推
進
室
長

均
衡
待
遇
推
進
室
長
」
を
削

り
、「
社
会
保
険
審
査
調
整
室
長
」
を
「
社
会
保
険
審
査
調

整
室
長

全
国
健
康
保
険
協
会
管
理
室
長

デ
ー
タ
ヘ
ル

ス
・
医
療
費
適
正
化
対
策
推
進
室
長
」
に
、「
調
査
室
長

政
策
企
画
官
」
を
「
調
査
室
長

訓
練
企
画
官

特
別
支

援
企
画
官

就
労
支
援
訓
練
企
画
官

主
任
職
業
能
力
開

発
指
導
官

キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
企
画
官

企
業
内
人
材

開
発
支
援
企
画
官

職
業
能
力
形
成
シ
ス
テ
ム
企
画
官

主
任
職
業
能
力
検
定
官

海
外
協
力
企
画
官

政
策
企
画

官
」
に
改
め
、「
主
任
中
央
賃
金
指
導
官

主
任
雇
用
均
等

行
政
監
察
官

母
子
家
庭
等
自
立
支
援
室
長
」
を
削
り
、

「
職
業
能
力
開
発
局
総
務
課
、
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局

総
務
課
又
は
社
会
・
援
護
局
援
護
企
画
課
」
を
「
雇
用
環

境
・
均
等
局
総
務
課
、
社
会
・
援
護
局
援
護
企
画
課
又
は

保
険
局
医
療
課
」
に
、「
、
労
働
保
険
審
査
会
事
務
室
長
」

を
「
、
労
働
保
険
審
査
会
事
務
室
長
、
母
子
家
庭
等
自
立

支
援
室
長
、
人
材
開
発
統
括
官
付
参
事
官
室
長
」
に
改
め

る
。別

表
中
央
労
働
委
員
会
の
部
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局

次
長
」
を
「
審
議
官
」
に
改
め
る
。

別
表
農
林
水
産
省
の
部
内
部
部
局
の
項
中
「
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
」を「
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官

輸
出
促
進
審
議
官
」
に
改
め

る
。別

表
経
済
産
業
省
の
部
内
部
部
局
の
項
中
「
技
術
総
括

審
議
官

商
務
流
通
保
安
審
議
官
」
を
「
技
術
総
括
・
保

安
審
議
官

商
務
・
サ
ー
ビ
ス
審
議
官
」
に
、「
業
務
管
理

官
」
を「
国
会
事
務
連
絡
調
整
官

業
務
管
理
官
」に
、「
情

報
シ
ス
テ
ム
室
長
」
を
「
海
外
広
報
官

情
報
シ
ス
テ
ム

室
長
」
に
、「
経
済
産
業
調
査
官

企
業
財
務
室
長
」を「
経

済
産
業
調
査
官

統
計
企
画
調
査
官

企
業
財
務
室
長
」

に
、「
地
方
調
査
企
画
官
」
を
「
地
方
調
査
企
画
官

統
括

地
域
活
性
化
企
画
官

地
域
活
性
化
企
画
官

工
業
用
水

道
計
画
官
」
に
、「
ア
フ
リ
カ
室
長
」
を
「
ア
フ
リ
カ
室
長

南
西
ア
ジ
ア
室
長
」
に
、「
投
資
交
流
企
画
官

財
務
室

長
」
を
「
投
資
交
流
企
画
官

資
金
協
力
室
長
」
に
、「
情

報
調
査
室
長
」
を
「
情
報
調
査
室
長

統
括
安
全
保
障
貿

易
審
査
官
」
に
、「
計
量
行
政
室
長

環
境
指
導
室
長

環

境
調
和
産
業
・
技
術
室
長
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
室
長

計
量
行
政
室
長

環
境
指
導

室
長
」
に
、「
サ
ー
ビ
ス
産
業
室
長

商
取
引
検
査
室
長
」
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